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人 口 ・ 面 積( 53. 11. 1)

世 帯　207, 323
人 口　627, 675
男　317, 765
女　309, 910

面積　53, 25km2
人口密度　11, 787人/ km2

道
路
交
通
法
一
部
改
正

十
二
月一
日
か
ら施
行
さ
れ
ま
し
た

交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
、
昨
年
一
年
間
に
、
全
国
で

八
、
九
四
五
人
の
方
が
亡
く
な
り

、
五
十
九
万
余
の
方
が
負
傷
し
て
い
ま
す
。
ま
た

、
交
通
事
故
死

者
数
に
占
め
る
歩
行
者
や
自
転
車
利
用
者
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
道
路
交
通
法
の

改
正
は
、
交
通
事
故
死
傷
者
数
の
減
少
傾
向
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
、
運
転
者
対
策
の
推
進
を
図

る
こ
と
な
ど
を
主
た
る
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
す
。
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

自
転
車
の
規
定

自
転
車
の
ル
ー
ル
か
き
め
細
か
く

定
め
ら
れ
ま
し
た
。

▽
自
転
車
横
断
帯
の
定
義
が
は
っ
き

り
決
め
ら
れ
、
自
転
車
は
自
転
車

横
断
帯
で
横
断
す
る
こ
と

に
な

り
、
他
の
単
は
自
転
車
横
断
帯
の

自
転
車
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。

▽
歩
道
を
通
行
す
る
普
通

自
転

車

は
、
歩
道
上
に
特
に
標
示
か
な
い

と
こ
ろ
で
は
車
道
寄
り
を
、
歩
道

上
に
標
示
か
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
っ

て
通
行
す
る
こ
と
に
な

り
ま

し

气

歩
道
そ
通
行
す
る
と
き
は
、徐

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
す
「

歩
行
者

の
妨
げ
と
な
る
と
き
は
、
一
時
停

止
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▽
普
通
自
転
車
は
、
交
差
点
進
入
禁

止
の
標
示
か
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、

歩
道
に
上
か
っ
て
通
行
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

▽
歩
行
者
専
用
の
人
の
形
の
信
号
に

「
歩
行
者
自
転
車
専
用
」
の
表
示

板
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
転
車

は
そ
の
偬
吁
に
従
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

▽
自
転
車
は
、
完
全
な
ブ
レ
ー
キ
、

完
全
な
後
部
反
射
器
を
備
え
て
い

な
け
れ
ば
、
運
転
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。

(
注
)
完
全
な
ブ
レ
ー
キ
と
は
十
冫

の
速
度
の
時
に
三
メ
ー
ト
ル
以
内
で
止
ま
れ

る
性
能
の
も
の
。
完
全
な
反
射
器
と

は
夜
間
百
以
後
方
か
ら
、
自
動
車
の

ラ
イ
ト
で
照
ら
し
て
反
射
か
わ
か
る

も
の
で
す
。

運
転
者
の
規
定

身
体
障
害
者
の
通
行
を
保
護
す
る

規
定
か
整
備
さ
れ
ま
し
た

。

▽
車
い
す
に
乗
っ
た
り
、
盲
4
犬
を

連
れ
た
身
体
の
不
自
由
な
人
が
通

行
し
て
い
る
と
き

。
庫
の
運
転
者

は
停
止
、徐
行
し
て
、保
護
を
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

高
速
道
路
で
の
故
障
な
ど
の
と
き

の
措
曜
か
強
化
さ
れ
ま
し
た

。

▽
高
速
道
略
で
燃
料
切
れ
、
オ
イ
ル

不
足
、
冷
却
水
不
足
で
運
転
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

あ
ら
か
じ
め
点
検
、
補
給
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す

。

▽
高
速
道
路
で
故
障
し
た
と
き
は
、

必
ず
停
止
表
一
F
器
材
を
置
い
て
後

続
車
の
追
突
事
故
を
防
ぐ
手
だ
て

を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

。

安
全
運
転
管
理
の
強
化
が
図
ら
れ

ま
し
た
。

▽
自
動
車
の
使
用
者
や
運
行
を
直
接

管
理
す
る
者
の
下
命
、
容
認
に
よ

り
、
運
転
者
が
次
の
違
反
を
し
た

と
き
は
、
自
動
車
の
使
用
禁
止
の
・

処
分
を
受
け
ま
す
。

①
無
免
許
運
転

②
速
度
超
過

③
飲
酒
運
転

④
過
労
運
転
等

⑤
特
定
大
型
・
緊
急
自
動
車
無
賚

格
運
転

⑥
過
積
載
運
転

行
政
処
分
の
変
更

行
政
処
分
・
(
点
数
)
制
度
が
一
部

変
わ
り
ま
し
た
。

無
車
検
(
車
検
切
れ
)
六
点

無
保
険
(
保
険
切
れ
)
六
点

庫
庫
代
り
路
上
駐
俶

二
点

長
時
間
夢
車

一
点

右
の
よ
う
に
、
道
路
交
通
法
以
外

の
違
反
に
も
点
数
が
つ
き
、
行
政
処

分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

。

以
上
の
ほ
か
、
点
数
か
次
の
よ
う

に
な
り
ま
し
た

。

暴
走
族
の
集
団
危
険
行
為
(
各
人

と
も
)

九
点

高
速
道
路
自
動
二
輪
二
人
乗
り

一
点

高
速
道
路
燃
料
不
足
等
停
止
、
貨

物
落
1「

二
点

高
速
道
路
故
障
車
表
示
義
務
違
反

一
点

酒
酔
い
運
転

十
五
点

麻
薬
等
の
影
響
に
よ
る
無
謀
運
転

十
五
点

そ
の
他
の
規
定

暴
走
族
の
集
団
暴
走
行
為
か
禁
止

さ
れ
、
巌
し
く
処
罰
さ
れ
ま
す
。

▽
暴
走
族
が
集
団
で
危
険
な
行
為
や

迷
惑
行
為
を
し
た
場
合
は
。厳
し

い
処
罰
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

失
効
免
許
の
救
済
期
間
か
延
畏
さ

れ
ま
し
た
。

▽
免
許
を
失
効
し
て
か
ら
六
か
月
の

間
は「
新
た
な
免
許
を
受
け
る
に

つ
い
て
、仮
免
許
を
取
っ
て
の
運

転
練
習
と
免
許
試
験
の
一
部
が
免

除
さ
れ
、
た
や
す
く
新
免
許
か
取

れ
ま
す
。

道路交通法みんなで守って交通安全

巻
き
込
み
事
故
に
ご
注
意
を
!

自
動
車
は
右
左
折
す
る
と

き
。
前
輪
が
通
っ
た
所
よ
り
も

後
輪
は
内
側
を
通
り
ま
す
。
こ

の
た
め
。
交
差
点
で
大
型
自
動

車
と
平
行
し
て
走
る
自
転
車

は
、
車
体
と
の
間
隔
が
一
了
二

・
五
メ
ー
ト
ル
な
い
と
、
後
輪
に
巻
き

込
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

新 しい 刊 行 物 が
で き ま す

「わたしの便利帳」「グラフ足立」

お
と
ど
け
し
ま
す

「
わ
た
し
の
便
利
帳
」

皆
さ
ん
お
待
ち
か
ね
の
「
わ
た
し

の
便
利
帳
」
か
で
き
あ
か
り
ま
す
。

亡
一
月
半
ぱ
す
き
か
ら
皆
さ
ん
の

お
手
許
へ
、
一
世
帯
一
冊
の
割
で
お

と
ど
け
し
ま
す
。

お
と
ど
け
す
る
の
は
、
足
立
区
鳥

齢
片
市
業
団
の
乃
た
ち
で
す
。
配
帛

に
つ
い
て
は
つ
き
の
よ「
つ
な
恥
扱
い

と
な
っ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
協

力
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
】世
帯
一
冊
で
す
。
一
戸
に
二
世

帯
以
上
お
住
み
の
と
き
は
、
配
吊
の

と
き
お
申
出
く
だ
さ
い
。

▼
高
層
住
宅
へ
の
配
布
は
。
一
階
郵

便
受
け
へ
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
、

▼
十
二
月
末
過
き
て
も
と
と
か
な
い

と
き
は
。
広
報
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
お
届
け
し
ま
す
。

▼
配
布
終
了
後
お
近
く
の
出
張
所
に

』酲
い
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
川
く

だ
さ
い
。

こ
の

弓

だ
し
の
'便
利
帳
」
は
皆

さ
ん
の
日
常
生
活
に
関
係
の
深
い
事

務
の
手
続
き
や
窓
口
案
内
。
施
設
案

内
等
が
、
わ
か
り
や
す
く
、
利
用
し

や
す
い
よ
う
に
の
せ
て
あ
り
ま
す
。

電
話
機
の
そ
ぱ
な
ど
に
厦
い
て
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

発
行
は
二
年
に
一
回
で
す
か
ら
。

て
い
ね
い
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

ご
意
見
・
ご
感
想
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
ぜ
ひ
広
報
課
ま
で
お
知
ら
せ
願

い
ま
す
。

差
し
あ
げ
ま
す

「
グ
ラ
フ
足
立
」

足
立
区
の
姿
を
写
真
を
中
心
に
紹

介
し
、
ぼ
の
現
状
を
知
っ
て
い
た
だ

弌

合
わ
せ
て
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か

ら
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
を
提
起
し
ぺ

昭
和
五
十
三

年
度
版
「
グ
ラ
フ
足
立
」
が
で
き
あ

か
り
ま
す
。
十
二
月
五
口
(
火
)
か

ら
先
着
三
千
名
の
方
に
差
し
あ
げ
ま

す
。
直
接
、
区
役
所
五
階
広
報
課
ま

で
お
い
で
く
だ
さ
い
。

発
売
し
て
い
ま
す

足
立
の
歴
史
・

足
立
の
史
話

「
足
立
の
歴
史
・
改
訂
版
」
と『
足

立
の
史
話
』
(
写
裏
)
を
区
役
所
五

階
広
報
課
で
発
売
し
て
い
ま
す
。

「
足
立
の
歴
史
」
は
、
私
た
ち
の

町
足
立
の
歴
史
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま

と
め
た
新
辨
版
の
本
で
す
。

「
足
立
の
史
話
」
は
、
日
光
街
逎

の
初
宿
千
生
か
ら
、埼
玉
県
境
ま
で
、

街
道
を
歩
き
な
が
ら
歴
史
や
史
話
を

語
る
も
の
で
、同
じ
く
新
書
版
で
す
。

頒
価
は
、
い
ず
れ
も
四
百
円
で
す
。

休日準夜間診療の

ご利用を!

日
曜
日
や
祝
日
の
夜
間
に
急
病

に
な
っ
た
方
の
た
め
に
、
十
月
二

十
二
日
か
ら
休
日
凖

夜
間
診
農
所
が
開
設

さ
れ
て
い
ま
す
。

診
療
を
受
け
る
方

は
、
必
ず
保
険
証
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
健
証
を
忘

れ
た
方
は「

全
額
自

己
負
担
に
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ

準
夜
間
診
療
所
名
・・・
千
住
休
日
診

療
所
(
　
(

七
〇
-
〇
四
六
一
)

竹
の
塚
休
日
診
療
所
(
　
(

五

〇
～
(
(

〇
一
)

受
付
時
間
午
後
五

時～
九
時
三
十
分

(
た
だ
し
、
診
療

開
始
は
午
後
五
時

三
十
分
か
ら
)

診
療
科
目

内
科
・

小
児
科

問
合
せ
先

足
立
区

医
師
会
(
　
(
(

一
―
九
(
六
一
)
ま
た
は
保
健

予
防
係本

庁
舎
新
館
が
完
成

12
月
18
日
よ
り
業
務
を
開
始

現
在
、
環
境
部
。衛
生
邸
、

福
祉
部
保
育
課
、
建
築
部
営

繕
第
一
諌
は
仲
町
分
室
と
別

館
で
業
務
か
I
>行な
っ
て
い
ま

す
が
「
こ
れ
ら
を
本
庁
舎
に

収
容
し
、
区
民
の
皆
さ
ん
の

利
便
を
図
る
た
め
、
今
春
次

り
行
な
っ
て
い
ま
し
た
本
庁

舎
増
築
工
半
が
こ
の『
ほ
ど
完

成
の
運
び
と
な
り
ま
し
气
　

こ
れ
に
伴
い
、
十
二
月
十

八
日
(
月
)
よ
り
下
図
の
部

課
が
新
館
に
移
転
し
、
巣
務

を
開
始
し
ま
す
。

な
お
、
工
事
申
は
大
変
ご

迷
思
を
お
か
け
し
ま
し
气

区
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に

対
し
て
、
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

本 庁 舎 新 館 配 置 図

※ 環境部防災課と建築部営繕第一課は既設本庁舎3階に移転します。

ご 利用ください

湯 河原 区民 保 養 所

区
民
保
養
所
「
あ
だ
ち
荘
」
は
、
東

京
か
ら
わ
ず
か
二
間
時
余
り
の
讌
河
原

温
泉
郷
に
あ
り
ま
す
。

十
二
月
・
一
月
中
は
、
ま
だ
空
室
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
大
浴
室
改
修
工
事
の
た
め
。

十
二
月
十
四
日
(
木
)
か
ら
年
内
は
大

浴
室
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

申
込
資
格
区
内
に
在
住
・
在
勤
の
方

た
だ
と
人
で
は
利
用
で
き
ま
せ
ん

料
金
(
石
二
食
付
)
▽
大
人
・
=
二
千

五
百
円
▽
小
人
(
四
歳～
小
学
生
)

・・一
千
三
百
円

休
館
日
▽
十
二
月
・
・
・
十
九
日
・
二
十

日
・
二
十
六
日～
一
十
一
日

▽
冐
二
日～
四
日
・
九
日
・
十

日
・
二
十
三
日
・
二
十
四
日

申
込
・
問
合
せ
先

区
民
係

身体の不自由な方へ

福祉タクシーの
ご利用を

区
で
は
、
身
障
者
の
方
が
タ
ク
シ
ー

に
乗
る
場
合
、
割
引
料
金
で
乗
れ
る
福

祉
タ
ク
シ
ー
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す

対
象

下
肢
・
体
幹
機
能
障
客
で
三
級

以
上
の
方
お
よ
ぴ
視
力
障
害
で
一
級

の
方

利
用
券
の
交
付

一
人
に
つ
き
月
四
枚

ま
で
。
乗
車
の
際
は
、
料
金
か
ら
三

百
三
十
円
割
引
さ
れ
ま
す
、

申
請
に
必
要
な
も
の
身
体
障
害
者
手

帳
・
住
所
が
確
認
で
き
る
も
の
・
印
鑑

申
込
・
問
合
せ
先

援
護
係

動物を飼育している方へ

動 物 の 無 料 健 康 相 談

◎
千
住
保
健
所
管
内

日
時
・
場
所
十
二
月
七
日
(
木
ご
・
・

東
和
保
健
相
談
所
・
第
十
三
出
張
所

十
二
月
(
日
(
金
)
・
=
三
島
神
社
(
扇

二
丁
目
)
・
千
住
保
健
所
時
間
は

い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分
～
三
時

三
十
分
(
雨
天
の
時
は
中
止
)

内
容

勳
物
の
飼
い
方

、
健
康
相
談

◎
足
立
保
健
所
管
内

日
時
・
鳩
所

士
一
月
七
日

采

丁

・

西
新
井
大
師
門
前
・
東
栗
原
出
張
所

十
二
月
(
日
(

金
)
・
=区
第
二
庁
舎

・
足
立
保
健
セ
ン
タ
ー

※
時
間
、
内
容
は
千
住
保
健
所
管
内

と
同
じ
で
す
。

問
合
せ
先

千
住
保
健
所
(
　
(
(
(
-

四
こ
七
七
)
・
足
立
保
健
所
(
　
(

五
五
-
四
一
五
こ

な
お
、
会
場
で
は
、
秋
の
定
期
予
防

注
射
の
済
ん
で
い
な
い
犬
の
注
射
(
有

料
)

も
行
な
っ
て
い
ま
す
。
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入室児童 を
募 集し ま す
区立学童保育室

昭
和
五
十
四
年
二
月
お
よ
び
四
月

に
入
室
を
希
望
す
る
児
童
を
次
の
と

お
り
夥
嘸
し
ま
す
。

◎
二
月
入
室
児
童
の
募
集

募
集
す
る
保
育
室

花
畑
東
・
保
塚

・
東
和
学
童
保
育
室
(
仮
称
)

申
込
受
付
期
問
十
二
月
十
一
日
～

十
二
月
二
十
五
日

入
室
で
き
る
児
童
現
在
小
学
校
一

年
～
三
年
生
の
児
童

保
育
期
間
二
月
十
六
日
～
三
月
三

十
一
日

そ
の
他

申
込
方
法
な
ど
は
四
月
入

室
児
童
と
同
じ
で
す
。

◎
四
月
入
室
児
重
の
募
集

区
立
の
全
保
育
室
の
入
室
児
童
を

募
集
し
ま
す
。

申
込
受
付
期
間
十
二
月
十
二
日
～

一
月
十
三
日

入
室
で
き
る
児
童
来
年
四
月
現
在

で
小
学
校
一
年
～
―
年
生
の
児
童

入
室
資
格
両
親
が
勳
い
て
い
た
り

病
気
な
ど
の
た
め
、
下
校
後
児
童

の
面
倒
を
み
る
こ
と
の
で
き
な
い

家
庭

定
員

一
保
育
寔
当
り
四
十
名

費
用
(
保
護
者
負
担
金
)

児
童
ひ

と
り
当
り
月
額
千
円

用
意
す
る
も
の

申
講一

、調
査一

、

勤
務
証
明
書
(
各
学
童
保
育
寔
に

あ
り
ま
す
)
、印
鑑

申
込
・
問
合
せ
先

あ
な
た
の
希
望

す
る
学
童
保
育
室
(
左
上
表
参
照
)

へ
ど
う
ぞ
。
な
お
、
新
設
の
花
畑

東
・
保
塚
・
東
和
学
童
保
育
室
(
仮

称
)
は
、
区
役
所
福
祉
事
業
課
へ

ど
う
ぞ
。

注
意
▼
私
立
み
ど
り
学
童
保
育
ク

ラ
ブ
(
興
本
小
内
)
に
入
室
ご
希

望
の
方
は
、
直
接
ク
ラ
ブ
へ
ど
う

ぞ
(
啻
(
九
(
-

七
二
四
〇
)

▼
亀
田
学
童
保
育
室
は
、
四
月
か

ら
新
設
の
梅
田
児
童
館
(

仮
称
)

に
移
り
ま
す
。

学 童 保 育 室一 覧 表

老
人
医
療
証
の

交
付
申
請
を

区
内
在
住
の
嘴
六
十
五
歳
以
上
の

方
で
、
ま
だ
老
人
医
療
証
を
交
付
さ

れ
て
い
な
い
方
は
交
付
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い

。

た
だ
し
、次
の
方
は
除
か
れ
ま
す
。

▽
社
会
保
険
の
被
保
険
者
・
本
人

▽
生
清
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▽
前
年
度
の
所
得
が
所
得
制
限
額
を

超
え
る
方
(
左
衰
参
照
)

▽
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
方

※
老
人
医
療
証
の
交
付
を
受
け
る
と

保
険
診
療
に
か
か
る
医
療
費
の
自
己

負
担
分
か
公
費
で
助
成
さ
れ
ま
す

。

な
お
「
老
人
医
療
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
で
、
次
の
よ
う
な
変
更

の
あ
る
方
は
係
ま
で
届
出
て
く
だ
さ

い
。

▽
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
の
変
更

▽
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
の
変
更

▽
区
外
へ
転
出
さ
れ
る
と
き

申
請
・
問
合
せ
先

医
療
助
成
係
へ

ど
う
ぞ
。

53 年 度 所 得 制 限 額 表( 上段は所得金額、下段は収入金額)

( 寿) 国の制度 ( 福) 都の制度

行事・催し物

区 民 カ レ ン ダ ー

昭和53年12月5日～昭和54年1月4日

冬のスポーツを
区
民
ス
キ
ー
教
室

次
の
と
お
り
区
民
ス
キ

ー

教
室
(

写
X
)
を
行
な
い
ま
す
。

<
第
一
次
日
程
>

期
日

昭
和
五
十
四
年
一
月
二
十
七

日
(
土
)
上
二
十
日
(
火
)

場
所

長
野
県
斑
尾
高
原
ス
キ
ー
場

宿
舎

フ
ジ
タ
斑
尾
高
原
ホ
テ
ル
　

○
二
六
九
六
-
二
上
二
五
七
一

定
員

九
十
五
名

集
合

一
月
二
十
七
日
午
後
九
時
三

十
分
区
役
所
前
集
合
(
十
時
出
発
)

費
用

一
万
(
千
五
百
円

<
第
二
次
日
程
>

期
日
昭
和
五
十
四
年
二
月
十
七
日

(
土
)
～
二
十
日
(
火
)

場
所

山
形
県
蔵
王
温
泉
ス
キ
ー
堝

宿
舎

蔵
王
ヒ
こ

テ
ニ
O
五

○
二
三
六
九
四
1

九
三
一
八

定
員

九
十
五
名

集
合

二
月
十
七
日
午
後
九
時
三
十

分
区
役
所
前
集
合
(
十
時
出
発
)

費
用

二
万
四
百
円

参
加
資
格
区
内
在
住
、在
勤
者
で

高
校
生
を
除
く
十
六
歳
以
上
の
方

申
込
方
法

体
育
課
に
あ
る
所
定
の

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え

現
金
を
添
え
て
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。(
往
復
共
デ
ラ

。ク
ズ
バ
ス
)

申
込
受
付

十
二
月
五
日
(
火
)
午

前
九
時
か
ら
(
定
員
に
な
り
次
第

締
切
)

貸
ス
キ
ー
料
金
石
一
セ
y
ト
ニ

千
三
百
円
位

申
込
・
問
合
せ
先
体
育
課

区

民

駅

伝

大

会

日
時

昭
和
五
十
四
年
一
月
十
四
日
(

日
)
午
前
(
時
三
十
分

た
だ

し
、雨
天
の
場
合
は
一
月
二
十
一

日
に
順
延

場
所
荒
川
河
川
敷
言
岸
(
西
新
井

橋
1
江
北
橋
間
)

資
格

区
内
に
在
住
、
在
動
、
在
学

の
方

チ
ー
ム
編
成
・
距
離
一
般
の
都
・

高
校
の
部
・
・
・
監
督
一
名
、選
手
五

名
、補
欠
二
名
(
一
人
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)

中
学
の
都
…
一
校
ニ
チ
ー
ム
ま

で
、監
督
一
名
、選
手
十
名
、補

欠
二
名
(
一
人
二
・
(
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)

申
込
期
限

十
二
月
二
十
日
(
水
)

申
込
・
問
合
せ
先

体
育
課

ス
ケ
ー
ト
ス
ク
ー
ル

日
時

昭
和
五
十
四
年
二

月
三

日
(

土
)
午
後
七
時
区
役
所
前
出
発
～

二
月
四
日
(

日
)
午
後
六
時
帰
着

場
所

富
士
急
日
本
ラ
ン
ド

費
用

四
千
(
百
円
(
小
学
生
以
下

は
四
千
五
百
円
)

定
員

百
名
(
バ
ス
二
台
)

申
込
・
問
合
せ
先

体
育
課
ま
た
は

足
立
区
ス
ヶ
I
ト
連
盟
(
　
(
(

一
-
九
〇
六
五
)

家
庭
婦
人

ス
ケ
ー
ト
教

室
日
時

十
二
月
十
三
日
(
水
)
・
十

五
日
(
金
)
・
十
(
日
(
月
)
・

一
月
十
七
日
(
水
)
・
十
九
日
(

金
)
・
二
十
二
日
(
月
)
時
間

は
い
ず
れ
も
午
前
十
時
～
正
午
で

す
。

場
所

ヤ
コ
ウ
ス
ケ
ー
ト
プ
ー
ル
(

東
武
線
谷
塚
駅
前
)

受
講
料

千
(
百
円
(
貸
靴
無
料
)

申
込
・
問
合
せ
先

足
立
区
ス
ケ
ー

ト
連
盟
　
(
(

一
-
九
〇
六
五

ご
利
用
く
だ
さ
い

高
齢
者
事
業
団

本
年
四
月
に
発
足
し
た
高
齢
者

事
業
団
は
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に

よ
り
事
業
所
や
ご
家
庭
で
大
変
好

評
で
す
。

簡
単
な
大
工
仕
事
や
ふ
す
ま
の

張
り
替
え
、
室
内
外
の
塗
装
な
ど

の
仕
事
、
倉
喰
な
ど
の
管
理
ヽ
留

守
番
や
象
事
補
助
、
さ
ら
に
子
守

り
、
清
掃
、
包
装
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
仕
事
に
高
齢
者
事
業
団
の
皆
さ

ん
は
張
り
切
っ
て
い
ま
す
。

若
い
世
代
に
負
け
な
い
、
コ
ツ

コ
ツ
と
仕
事
を
す
る
て

い
ね

い

さ
、
ま
じ
め
さ
に
目
を
向
け
て
く

だ
さ
い
。

専
門
知
識
や
技
術
を
必
要
と
す

る
も
の
か
ら
軽
易
な
仕
事
ま
で
、

ど
ん
な
仕
事
で
も
電
話
一
本
で
引

き
受
け
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
高
齢
者
事
業
団

事
狢
局
(
千
住
五
上
(
(

千
住

本
町
老
人
館
内
　
(

七
〇
上
(

二
二
二
)
へ
ど
う
ぞ
。

掲
示
板

区
職
員
募
集

職
種
・
募
集
人
員

看
護
婦
・・・
若

千
名

資
格

膺
三
十
五
歳
未
満
の
女
子

で
看
護
婦
免
許
を
有
す
る
方

勤
務
先

に
立
保
育
園

申
込
方
法

十
二
月
二

十
五

日
(

月
)
ま
で
に
履
歴
書
を
一
通

提
出
す
る
こ
と

申
込
・
問
合
せ
先

人
事
係

お
手
軽
に

借
り
ら
れ
ま
す

高
校
等
へ
の
進
学
口
―
ン

こ
の
た
び
「
新
し
く
国
の
進
学

賢
金
貸
付
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し

气

制
度
の
概
要
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。
お
手
軽
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

借
受
人
の
資
格

高
校
、
高
専
、

大
学
な
ど
に
進
学
さ
れ
る
方
の

ご
父
兄

。
所
得
制
限
(
上
限
)

あ
り
ま
す
。

使
途

受
験
料
、
入
学
金
、
授
業

料
教
科
一

代
な
ど
進
学
に
際
し

必
要
な
資
金

貸
付
限
度
観

五
十
万
円

貸
付
利
率

年
七
・
一
%

保
証
人

一
名
以
上

償
還
方
法

元
利
均
等
毎
月
払
い

ボ
ー
ナ
ス
月
増
額
返
済
も
で
き

ま
す

取
扱
開
始
時
期

五
十
四
年
一
月

問
合
せ
先

国
民
金
融
公
庫
千
住

支
店
　
(
(

一
-
六
一
七
五

十
二
月
は

、
固
定
資
産
税

第
三
期
分
の
納
期
で
す
。
ま

た
、
あ
ち
こ
ち
で
忘
年
会
が

開
か
れ
る
季
節
で
す
。
公
給

鎭
収
書
は
、
忘
れ
ず
お
受
取

り
く
だ
さ
い
。

青
色
申
告
決
算
書

作
成
説
明
会

日
時
・
場
所

十
二
月

十

一
日
(

月
)

…
第
一
勧
業
銀
行
千
住

支
店
(
千
住
ニ
ー
五
(
　
(
(
(
-

一
一
六
一
)

十
二
月

十
二
日
(
火
)
・・・東
海
銀
行
竹

の
塚
支
店
(
竹
の
塚
一
一
四
一
-

一
　
(
(

四
―
四

一

一

一
)

十
二
月
十
三
日
(
水
)

…
足
立
農
業
協
同
粗
合
花
畑
支

店
・
(
南
花
畑
―
ニ
ー
九
上
四
　

(
(
五
-
六
謦
一
)
・
西

新
井
税
務
署
(
栗
原
三
-
一
〇

i
―
六
　
(
四
〇
―
一
一
一

一
)
十
二
月
十
四
日
(
木
)

・
=
足
立
税
務
署
(
千
住
旭
町
四

-
二
一
　
(
(
(
-
六
二
四

一
)
・
西
新
井
税
務
署
十
二

月
十
五
日
(
金
)
・
=
西
新
井
税

務
署
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後

二
時
～
四
時

問
合
せ
先

足
立
ま
た
は
西
新
井

税
務
署
へ

。

年
末
年
始
の

粗
大
ゴ
ミ
収
集

年
末
は
十
二
月
二
十
三
日
ま

で
で
終
わ
り
ま
す
。
年
始
は
一

月
十
一
日
か
ら
開
始
し
ま
す
。

料
理
教
室

日
時

十
二
月
十
五
日
(
金
)
午

後
一
時

内
容

お
正
月
料
理

費
用

千
円

定
員

三
十
名

申
込
受
付

十
二
月
七
日
か
ら

申
込
・
問
合
せ
先

花
畑
セ
ン
タ

ー
　
(

五
〇
上
一
六
一
七

区
民
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
の
夕
ベ

日
時
十
二
月
十
四
日
・
二
十
】

日
<
木
)
午
後
六
時
三
十
分
～

九
時

場
所

千
寿
第
三
小
体
膏
館

参
加
費
無
料
(
初
心
者
歓
迎
)

連
絡
先

足
立
区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン

ス
連
盟
　
(
(
一
-
九
〇
六
五

母
親
学
級

日
時
十
二
月
九
日
(
土
)
午
後

一
時
～
四
時

対
象

働
い
て
い
る
妊
婦
の
方

費
用

無
料

定
員

二
十
五
名

場
所
・
申
込
先

千
住
保
健
所
　
(
(
(
-

四
二
七
七

糖
尿
病
予
防
講
習
会

日
時
十
二
月
十
一
日
・
十
(
日

(
月
)
午
後
一
時
三
十
分
～
四
時

費
用

無
料

場
所
・
申
込
先
東
和
保
健
相
談

所

管
六
〇
六
-
四
一
七
一

H・N0　218, 000


